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第５章．地域別整備構想の策定 
５．１ 地域別整備構想策定の主旨 

（１）袖ケ浦市における地域区分 

 本市は市の成り立ちなどから、昭和、長浦、根形、平岡、中川・富岡、臨海の６つの地域に

区分でき、これまでの都市計画マスタープランにおいても６つの地域別に都市づくりの基本

的な方針を掲げています。 

 この地域区分は、自動車社会の進展に伴う日常生活圏の広域化や住民の世代交代、市外から

の転入者の増加、地域の枠組みを超えた連続的な土地利用などにより希薄化する方向にあり

ますが、多くの市民に定着した地域区分でもあることから、都市計画マスタープランにおい

ても６つの地域区分を踏襲しています。 

 
 

図 地域区分図（出典：袖ケ浦市都市計画マスタープラン） 
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（２）地域別整備構想策定の主旨 

 地域別構想は、全体構想で示された市全体としてのまちづくりの方向性を踏まえ、より細や

かな単位でのまちづくりのあり方について、地域の動向や課題、特徴に応じた地域づくりの

考え方や整備方針を定めるものです。 

 地域内の施設を結ぶ地域内道路、児童生徒の通学路、幼稚園・保育園の散歩コース等、安全

な歩行環境を提供するため、それぞれの地域に対応した整備方針を検討します。 

 なお、袖ケ浦市は昭和、長浦、根形、平岡、中川・富岡、臨海の６つの地域に区分されます

が、臨海地域は地域内道路に該当する道路が存在しないため、地域別整備構想に関しては臨

海地域を除いた５地域を対象とします。 
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５．２ 地域別現状の把握 

（１）市民団体等からの要望箇所と交通事故発生箇所（地域別マップ） 

１）昭和地域 
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２）長浦地域 

  



第５章．地域別整備構想の策定 

57 

３）根形地域 
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４）平岡地域 
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５）中川富岡地域 

 

  




